
 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構酪農試験場公告第７号 

 

 次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。 

 

  令和７年７月２５日 

 

                        地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

                        理事長  小 髙  咲 

 

１ 入札に付する事項 

（１）契約の目的の名称及び数量 

   ア 名 称  物品（トラクター１台及び付属品一式）の交換契約 

   イ 数 量  調達する物品  トラクター１台及び付属品一式 

          交換する物品  トラクター１台（クボタＭ９５５０） 

（２）調達する物品の仕様等   「交換により取得する物品の仕様書」のとおり 

（３）納入期限         令和８年２月２５日（水）１５時００分 

（４）納入場所         北海道標津郡中標津町旭ヶ丘７番地 

                地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

農業研究本部 酪農試験場 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次のいずれにも該当すること。 

（１）令和７年度に有効な北海道の競争入札参加資格のうち物品購入の資格（産業用機器類）を有す

ること。 

（２）北海道又は地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以下「道総研」という。）が行う指名競

争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（３）暴力団関係事業者等であることにより、北海道又は道総研が行う競争入札への参加を除外され

ていないこと。 

（４）調達物品に関し、仕様書記載の要件を満たしていることを証明した者であること。 

（５）釧路総合振興局又は根室振興局管内に本店、支店（営業所）等を有していること。 

 

３ 制限付一般競争入札参加資格の審査 

（１）この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定を準用

した制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるとこ

ろにより、２の（４）及び（５）に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな

い。 

  ア 申請の時期 

    令和７年７月２５日（金）から令和７年８月７日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から

午後５時まで 

 



  イ 申請の方法 

    申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 

  ウ 申請書類の提出先 

      〒086－1135 北海道標津郡中標津町旭ヶ丘７番地 

       地方独立行政法人北海道立総合研究機構 農業研究本部 

    酪農試験場 総務部総務課 

（２）審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 

 

４ 契約条項を示す場所 

   北海道標津郡中標津町旭ヶ丘７番地 

   地方独立行政法人北海道立総合研究機構 農業研究本部 

   酪農試験場 総務部総務課 

 

５ 入札執行の場所及び日時 

（１）入札場所 

   北海道標津郡中標津町旭ヶ丘７番地 

   地方独立行政法人北海道立総合研究機構 農業研究本部 

   酪農試験場 講堂 

（２）入札日時 

   令和７年９月４日（木） 午前１０時３０分 

（３）開札場所 

   （１）に同じ。 

（４）開札日時 

   （２）に同じ。 

 

６ 入札保証金 

  入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるお

それがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 

 

７ 契約保証金 

  契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあ

ると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 

 

８ 制限付一般競争入札参加資格審査申請書の交付に関する事項 

（１） 交付場所 

４に同じ。 

（２） 交付方法 

（１）の場所で交付する。 

なお、酪農試験場のホームページ

（https://www.hro.or.jp/agricultural/research/rakunou/about/nyusatsujouhou.html） 

においてダウンロードすることができる。 

 

https://www.hro.or.jp/agricultural/research/rakunou/about/nyusatsujouhou.html


９ 送付による入札の可否 

  認めない。 

10 落札者の決定方法 

    地方独立行政法人北海道立総合研究機構契約事務取扱規則（平成２２年４月１日規程第４８号。

以下「取扱規則」という。）第１０条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。 

 

11 落札者と契約を行わない場合 

  落札者が暴力団関係事業者等であることにより北海道が行う公共事業等から除外する措置を講じ

ることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 

 

12 契約書作成の要否 

  要 

 

13 その他 

（１）開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、取扱規則第１５条各号に掲げ

る入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

（２）入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い 

   道総研が交換により取得する物品の価格及び道総研が交換により引き渡す物品の価格は、それ

ぞれ消費税等相当額を含めた額とすること。 

（３）契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

   ア 名 称 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 農業研究本部 

        酪農試験場 総務部総務課 

  イ 所在地 郵便番号 ０８６－１１３５ 

         北海道標津郡中標津町旭ヶ丘７番地 

         電話番号 ０１５３－７２－２００４ 

（４）前金払はしない。 

（５）概算払はしない。 

（６）部分払はしない。 

（７）初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。 

（８）この入札は、取りやめること又は延期することがある。 

（９）この入札の執行は、公開する。 

（10）契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第３条の４の

規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に

係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたと

きは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。 

なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 

（11）この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 

 

 

 

 



交換により取得する物品の仕様書 
 
 
１ 物品名称                 トラクター及び付属品 
 
２ 数  量                 トタクター   １台 
                       付属品     一式 
 
３ 規  格 
（１）トラクター本体の主要諸元 
  ① 全    長             ４，３００ｍｍ以内 
  ② 全    幅                 ２，０００ｍｍ以内 
  ③ 全    高                     ２，７００ｍｍ以内 
  ④ 可変トレッド             装備すること（標準輪距前後輪 1,440mm） 
  ⑤ 馬力（定格出力）                      １００ＰＳ～１１０ＰＳ 
    ⑥ 変速機                   無段変速 
    ⑦ トップリンク                   油圧式 
    ⑧ 油圧カプラー（トップリンク用を除く） ３系統以上 
  ⑨ 牽引用電源カプラー          １系統 

⑩ 使用燃料               ディーゼル軽油 
  ⑪ 安全キャビン             装備すること 
  ⑫ オートエアコン            装備すること 
  ⑬ ラジオ受信機             装備すること 
（２）付属品 

① フロントローダー            トラクター本体に装着可能であること 
② ベールグラブ              全巾１，５１０ｍｍ 
③ フロントウェイト           ３００kg～３６０kg 
④ ＧＰＳ                ニコン GFX-350NAV/900 と同等の性能 

を有すること 
  ⑤ １２Ｖ電源（コントローラー接続用）  トラクター本体に装着可能であること 
  ⑥ 追加作業灯              ４箇所以上に追加装着可能であること 
（３）その他 

   今回納入するトラクター及び付属品は、全て新品であること。 
 
４ 納入及び取扱説明 
     当該物品の納入に際して、運搬、動作確認、調整に要する費用は全て受注者の負担とし、 

納入後に本体及び付属品の取扱説明を実施すること。 
 
５ 保  証 
   納入後１箇年以内に設計及び製作上の欠陥によるものと見なされる故障が発生した場合の 

修理は、受注者が無償で行うこと。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が１箇年以上 
にわたる場合は、それを適用する。 

   なお、特に重大な設計及び製作上の欠陥による故障が発生したときは、上記期間経過後で 
あっても、発注者と受注者で協議のうえ、受注者に無償で修理を行わせることがある。 

 
６ 申請等 
   本契約における車輌登録その他申請等がある場合は、これを代行すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 



交換により引渡しする物品の仕様書 

 

 

１ 物品名称                 トラクター（クボタ Ｍ９５５０） 
 
２ 数  量                 １台 
 
３ 年  式                 昭和６１年 
 
４ 稼働時間                 令和７年７月２２日現在 
                       累 計 １，７８９．８時間（アワーメーター）  

年平均        ４５．９時間 
 
５ 主要諸元 
（１）全   長               ４，１００ｍｍ 
（２）全   幅                       ２，３００ｍｍ 
（３）全   高                       ２，６００ｍｍ以内 
（４）馬力（定格出力）                     ９５ＰＳ 
（５）可変トレッド                      無し（ﾄﾚｯﾄﾞ幅前後輪１，４００ｍｍ） 
（６）変速機                    １２段変速 
（７）トップリンク                    手動式 
（８）油圧カプラー              ２系統   
（９）牽引用電源カプラー           １系統 
（10）使用燃料                ディーゼル軽油 
 
６ 引渡物品の搬出 

当該物品の引き渡しに際して、当場からの搬出に要する費用は全て受注者の負担とすること。 
 

※令和７年７月２２日現在、この車輌は交換直前まで使用する予定です。 

 


